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証券コード 7256
2024年８月８日

株 主 各 位
神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

代表取締役社長 半 谷 勝 二

第93回定時株主総会継続会開催ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第93回定時株主総会継続会（以下「本継続会」といいます。）を下記のとおり開催

いたしますので、ご通知申し上げます。
本継続会の開催に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト

に電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.kasai.co.jp/ir/library/shareholders/

また、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載し
ております。下記のサイトにアクセスしていただき、当社名（河西工業）又は証券コード
（7256）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、株主総会招集通
知／株主総会資料ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、本継続会は、2024年６月27日開催の第93回定時株主総会の一部となりますので、本
継続会にご出席いただける株主様は第93回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と
同一となりますことを申し添えます。

敬 具
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記
１. 日 時 2024年８月23日（金曜日）午前10時
２. 場 所 神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

河西工業株式会社 本社 会議室
３. 株主総会の目的事項

報告事項 １. 第93期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
２. 第93期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及

び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
以 上

○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の第93回定時株主総会継続会出席票を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

○ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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第93回定時株主総会継続会の開催経緯について

当社は、2024年５月15日に適時開示しました「2024年３月期決算発表の延期に関するお
知らせ」及び同年６月３日に適時開示しました「第93回定時株主総会の「継続会」の開催方
針に関するお知らせ」にて記載いたしました通り、当社の連結子会社であるKASAI
MEXICANA S.A. DE C. V.において為替換算（ペソ／ドル）の計算方法が誤っていたことが
判明し、修正作業が必要になったことで、2024年３月期の決算作業が未了となっておりまし
た。またこれに伴い、会計監査人とも協議した結果、既に発見していた過年度決算における他
の誤り（売掛金・繰延税金資産・固定資産の減価償却等の計上相違など）も含めて、同期以前
の各四半期の連結財務諸表への影響金額を算定・検証のうえ、過年度決算の訂正作業等を行う
ことになりました。そのため、決算手続き、会計監査人による監査手続き等に相応の期間を要
することとなり、2024年６月27日開催の第93回定時株主総会（以下「本総会」といいま
す。）の目的事項のうち、報告事項「第93期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件」及び「第93期（2023年４月１日から2024年３月31日ま
で）連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」（以
下、併せて「第93回報告事項」といいます。）について、本総会において株主の皆様にご報告
することができませんでした。
そのため、当社は本総会において、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開

催して報告事項のご報告を行うこと、並びに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に一
任いただくことに関しまして、株主の皆様にお諮りし、ご承認いただきました。
この度、遅れておりました決算関連手続きが完了し、第93回報告事項についてご報告できる

準備が整いましたので、本継続会の開催をご案内させていただきます。

株主の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
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事 業 報 告

(自至 2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

1. 企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果
世界経済は中国の景気減速と欧米の高金利の影響により減速感を強めましたが、欧米でのインフレ鈍化

やアセアンの先進国向け外需回復により緩やかな回復となりました。
わが国の経済も、高水準の企業収益が賃金・設備投資に回ることで経済活動は回復基調である一方、雇

用報酬の伸び悩みや物価高影響等で回復ペースは緩やかなものになりました。こうした中、当社グループ
の関連する自動車業界も、半導体不足は緩和され供給制約は解消するものの、インフレ継続等による販売
の減速及び国内では認証不正等に伴う稼働停止影響もあり、緩やかな回復にとどまりました。
このような経営環境の中ではありましたが、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーと

しての地位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を
図っております。
当連結会計年度の売上高は、主要得意先の生産台数の微増及び為替変動の影響により、2,143億15百万

円（前連結会計年度に比べ388億75百万円増収（22.2％増））となりました。営業利益は22億48百万円
（前連結会計年度は138億４百万円の営業損失）、経常利益は30億71百万円（前連結会計年度は131億40
百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は３億13百万円（前連結会計年度は131億33百万
円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

当期業績 対前期比 主な増減要因

日 本 売 上 高 58,507百万円 ＋12,983百万円 ＋28.5％ 得意先の生産台数の回復

営 業 利 益 4,041百万円 ＋2,729百万円 ＋208.1％ 経費削減や合理化活動の効果

北 米 売 上 高 105,912百万円 ＋23,735百万円 ＋28.9％ 得意先の生産台数の回復

営 業 利 益 △5,109百万円 ＋12,831百万円 ー 原材料費の高騰落ち着きおよび
労務費・物流費の改善活動の効果

欧 州 売 上 高 22,761百万円 ＋3,688百万円 ＋19.3％ 半導体供給不足の解消

営 業 利 益 △958百万円 ＋124百万円 ー 半導体供給不足の解消

ア ジ ア 売 上 高 27,133百万円 △1,532百万円 △5.3％
アセアン地域の生産台数回復傾向の
一方中国地域の主要得意先の販売不
振による影響

営 業 利 益 3,847百万円 △73百万円 △1.9％
アセアン地域の生産台数回復傾向の
一方中国地域の主要得意先の販売不
振による影響

（注）営業利益は、連結損益計算書の営業利益に ＋427百万円のセグメント間取引消去を行っております。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資額は35億５百万円で、その主なものは新規車種対応の設備等への

投資であります。

③ 資金調達の状況
前連結会計年度にて、安定的な資金調達を実現し当社グループの財務基盤をより高めることを目的とし

た303億円のシンジケートローン契約及び30億円のコミットメントライン契約並びに45億円のコミット
メントライン契約は継続しております。

④ 対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題は以下のとおりと認識しております。

・当社グループは、販売先OEMの減産や生産の不安定化等の厳しい環境変化に直面した結果、2021年
３月期以降は売上高が大幅に減少し固定費の負担も大きくなり、３期連続で大幅な営業損失を計上しま
したが、2024年３月期につきましては、OEMからの数量が微増となり、４期ぶりに営業利益を黒字化
しました。
今後の見通しにつきましては、足元では半導体不足影響の緩和等に伴い回復基調ではあるものの、引

続き原材料・エネルギー価格の高止まりや賃金上昇の影響等により、厳しい外部環境が継続すると予想
されます。

このような経営環境下、グループの収益力向上及び財務体質の改善・強化を図り、安定した経営基
盤を築くべく、 北米地域を中心とした事業改革の継続や不採算事業の撤退等も含めた拠点再編などの
抜本的な経営再建策を策定し、実行に取組んでおります。その結果、足元では着実に諸施策の効果が発
現し、業績の改善が進んでおります。
経営体制につきましても、日産自動車株式会社を割当先とする第三者割当の方法による優先株式の発

行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）に係る払込み完了を条件として、日産自動車株式会社が
指名する者２名が当社取締役に就任予定です。このうち１名は当社の代表者取締役兼CEOに、他の１名
は、製造部門を担当する取締役に就任予定です。
また、2024年６月27日開催の当社第93回定時株主総会において、株式会社りそな銀行が指名する者

１名が当社取締役に選任され、就任しております。当該取締役は当社のCFO（取締役企画本部長）に就
任しております。

経営体制の刷新を図り、事業構造改革への取組みを更に加速し、経営再建の早期達成に邁進してい
く所存でございます。

・継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において３期連続で営業損失を計上しており、財務制限条項に抵触

し、また、取引金融機関からの支援継続に関する具体的な方法・条件等については未確定であったこと
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等から「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりました。
当連結会計年度においては、当社グループは、４期ぶりに営業利益の黒字化を達成したものの、①財

務制限条項への抵触が続いており、金融機関から期限の利益喪失請求等の権利行使の猶予を受けている
状況にあること、②前連結会計年度まで３期連続で営業損失を計上した結果、自己資本が毀損してお
り、収益力向上、財務体質の改善・強化、安定した経営基盤の構築及び安定的な資金繰りの確保を求め
られていること、③北米事業の再建に取組んだ結果、赤字幅が大幅に縮小したものの、未だ改善途上に
あること、④当連結会計年度の黒字化には販売先OEMによる一定の支援が含まれていることから、現
時点では依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているもの
と認識しております。
これに対して、当社グループでは当該事象又は状況を改善、解消すべく、2023年１月以降、全社を

挙げて以下の様々な経営改革に取組んできた結果、その改善効果が着実に実績に現れてきております。

(1) グループの収益力向上
① 当連結会計年度を通じて、取引先への販売価格の改定交渉、材料の市況変動による高騰や労務費高

騰の販売価格への転嫁、生産現場における生産ロスの圧縮、人員体制の最適化等による人件費抑
制の継続などの経営改革を断行し、グループ収益力の向上を図って参りました。

② 特に課題である北米拠点においては、上記取組みに加えて、主要販売先OEMのご協力による生産
現場改善や、間接部門における事務のメキシコへの集約によるコストダウンなどの経営改革を着
実に実行しております。

③ また欧州拠点においても、拠点再編・不採算事業の撤退・間接部門の共有化等も含めた収益改善施
策の具体化を進めております。

(2) 財務体質の改善・強化と安定した経営基盤の構築
① 当社グループの安定的な事業運営の継続、自己資本の充実による財務体質の改善・強化及び経営再

建を確実とするための抜本的な構造改革施策の実施に必要な資金を確保することを目的として、
2024年５月９日開催の当社取締役会において本第三者割当増資による総額60億円の資金調達を
決定し、同日に日産自動車株式会社との間で投資契約を締結しております。また、2024年６月
27日開催の当社第93回定時株主総会において本第三者割当増資に係る議案の承認を得ておりま
す。

(3) 安定的な資金繰りの確保
① 株式会社りそな銀行は、日産自動車株式会社による出資の条件とされているデットデットスワップ

（以下、「本DDS」といいます。）を実施いたします。本DDSは、当社の既存借入金（総額約176
億円）の一部（総額60億円）について2033年３月31日を返済期限とする資本性劣後ローンへ転
換するものであり、当社の資金繰りの安定化に大きく寄与するものです。本DDSに関して、2024
年５月９日に当社は株式会社りそな銀行との間で劣後特約付準金銭消費貸借契約書を締結してお
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ります。
全取引金融機関とは、引続き、定期的に協議を行う等の緊密な連携を図っており、財務制限条項へ
の抵触を理由とする期限の利益喪失請求等の権利行使の猶予にご同意頂いております。更に全取
引金融機関とは新たなコベナンツ条件ならびに返済スケジュール下において2028年３月までの安
定的な資金供給を約束頂く「債権者間協定書」につき、既に同意を頂いております。上記(2)①の
日産自動車株式会社の出資手続の完了後に、効力発生することとなります。

② コミットメントライン契約を継続いただくと共に、投資案件の厳選及び抑制等により、事業及び運
転資金については、安定的な確保を維持できております。

以上の通り、経営改革への取組みが奏功し、グループの収益力向上、財務体質の改善・強化と安定し
た経営基盤の構築ならびに安定的な資金繰りの確保のすべての面において、確実に成果が表れておりま
す。また将来の想定外の外部環境変化に対しても、本第三者割当増資及び本DDSの実施、並びに両社が
指名する取締役の派遣等により、当社に対する万全な支援体制が構築されております。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったものと判断し、当連

結会計年度において、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。
なお、2024年５月９日発表の本第三者割当増資及び本DDSについては、原則として９月２日(*)まで

に手続きを完了することを合意しております。また債権者間協定書に基づき既存借入金の条件変更につ
きましても、同日に効力発生することとなっております。

(*)本第三者割当増資は関連する競争当局（中国、ドイツ、メキシコ）の企業結合規制に基づき株式取得
が可能となった後に払込みがなされる予定であることを踏まえ、競争法上の届出又は認可の取得に
要すると想定される時間を考慮して設定しております。既に中国及びドイツにおける許可は取得済
みであり、メキシコについても、当社といたしましては競争当局の認可の障害となるような実質的
な問題は存在しないと認識しております。
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（2）企業集団及び当社の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第90期
（2021年３月期）

第91期
（2022年３月期）

第92期
（2023年３月期）

第93期
（当連結会計年度）
（2024年３月期）

売 上 高（百万円） 152,755 146,375 175,440 214,315
経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 ( △ )（百万円） △11,604 △11,401 △13,140 3,071
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )（百万円） △17,300 △19,465 △13,133 △313

１株当たり当期純損失(△)（円） △447.12 △503.07 △339.44 △8.09

総 資 産（百万円） 145,327 141,461 148,315 142,045

純 資 産（百万円） 47,216 31,095 21,106 22,436

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 993.18 559.08 291.43 319.37

（注） １株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数（自己株式を除く）
により算出しております。なお、株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する自社の株式は、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純損失(△)の
算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

[第90期]
第90期は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う主要得意先の稼働停止及び生産調整による大幅な減産影響を受け、対
前期比で売上高は518億7百万円の減収となり、海外子会社において収益性の低下に伴う減損損失を計上したことや当社及び
子会社にて早期退職や転籍による事業構造改善費用等の計上により、親会社株主に帰属する当期純損失となりました。

[第91期]
第91期は新型コロナウイルス感染症の感染拡大や半導体不足に伴う主要得意先の稼働停止及び生産調整による大幅な減産影
響を受け、対前期比で売上高は63億79百万円の減収となり、親会社株主に帰属する当期純損失は194億65百万円となりまし
た。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は77億98百万円減少しております。

[第92期]
第92期は半導体供給不足解消による生産台数増加に伴い、対前期比で売上高は290億64百万円の増収となり、加えて、北米
セグメントの原材料費高騰の落ち着きや、労務費、物流費の改善により、親会社株主に帰属する当期純損失は減少いたしま
した。

[第93期]
第93期（当連結会計年度）につきましては、「1. 企業集団の現況 （1）当連結会計年度の事業の状況 ①事業の経過及びそ
の成果」に記載のとおりであります。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第90期
（2021年３月期）

第91期
（2022年３月期）

第92期
（2023年３月期）

第93期
（当事業年度）

（2024年３月期）
売 上 高（百万円） 57,877 48,569 54,870 69,399

経 常 利 益（百万円） 2,302 4,545 9,605 3,960

当 期 純 損 失 ( △ )（百万円） △4,015 △13,247 △6,774 △2,746

１株当たり当期純損失(△)（円） △103.78 △342.37 △175.10 △70.99

総 資 産（百万円） 71,476 68,680 88,519 85,529

純 資 産（百万円） 15,809 2,290 △4,685 △7,907

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 408.58 59.19 △121.11 △204.37

（注） １株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数（自己株式を除く）
により算出しております。なお、株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する自社の株式は、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純損失(△)の
算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

[第90期]
第90期は新型コロナウイルス感染症の影響による得意先の稼働停止及び生産調整による減産を受け126億50百万円の減収、
補助金収入の増加により経常利益は増益、関係会社出資金評価損及び貸倒引当金繰入額等の計上等により、当期純損失とな
りました。

[第91期]
第91期は半導体供給不足や新型コロナウイルス感染症などの影響による稼働停止及び生産調整による減産に加え収益認識会
計基準等の適用により93億07百万円の減収、生産体制の全体最適化のため当社の寒川工場・寄居工場を河西工業ジャパン株
式会社に継承させたことに伴い人件費・経費が減少したこと等により経常利益は増益、海外子会社について株式評価損及び
事業整理損の計上等により当期純損失となりました。

[第92期]
第92期は主要得意先の生産台数の増加により、売上高は63億円の増収、受取配当金の増加等により経常利益は増益、関係会
社株式評価損の計上等により当期純損失となりました。

[第93期]
第93期は半導体供給不足の解消に伴う主要得意先の生産台数の増加により、売上高は145億29百万円の増収、受取配当金の
減少等により経常利益は減益になったものの、関係会社株式評価損の計上等の減少により当期純損失が減少いたしました。
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（3）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

河西サポートサービス㈱ 90百万円 100.0％ 保険代理業、業務請負他

河西工業ジャパン㈱ 90百万円 100.0％ 自動車内装部品製造販売

河西テクノ㈱ 40百万円 100.0％ 自動車内装部品設計開発
KASAI NORTH AMERICA,INC.
(米国） 23,849万米ドル 100.0％ 自動車内装部品製造販売

KASAI UK LTD（英国） 1,000万英ポンド 100.0％ 自動車内装部品製造販売
KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.
（メキシコ） 3,147万米ドル 100.0％

（51.0％） 自動車内装部品製造販売

広州河西汽車内飾件㈲（中国） 1,160万米ドル 65.9％ 自動車内装部品製造販売

開封河西汽車飾件㈲（中国） 60百万人民元 60.0％
（50.0％） 自動車内装部品製造販売

KASAI TECK SEE CO.,LTD.
（タイ） 407百万バーツ 75.0％ 自動車内装部品製造販売
PT. KASAI TECK SEE INDONESIA
（インドネシア） 1,401万米ドル 62.2％

（62.2％） 自動車内装部品製造販売

KASAI INDIA（CHENNAI）
PRIVATE LIMITED（インド） 700百万ルピー 100.0％ 自動車内装部品製造販売

東風河西（大連）汽車飾件系統㈲
（中国） 65百万人民元 50.0％ 自動車内装部品製造販売

東風河西（武漢）頂飾系統㈲
（中国） 15百万人民元 50.0％

（50.0％） 自動車内装部品製造販売

Kasai (Germany) GmbH（ドイツ） 2.5万ユーロ 100.0％ 自動車内装部品製造販売

武漢河達汽車飾件㈲（中国） 60百万人民元 60.0％
(50.0％) 自動車内装部品製造販売

（注）１. 資本金は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。
２. 当社の議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（4）企業集団の主要な事業セグメント
当社の企業集団は、河西工業㈱（当社）、子会社17社、関連会社５社で構成され、国内及び海外において、

主に自動車内装部品の製造販売を行い、併せてこれらに付帯する事業等を営んでおります。
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（5）企業集団の主要拠点等
主要な営業所及び工場

① 当社本社（神奈川県高座郡寒川町）
② 国内生産拠点

河西工業ジャパン(株)(神奈川県高座郡寒川町、埼玉県大里郡寄居町、三重県津市庄田町、滋賀県東近
江市五個荘小幡町、群馬県邑楽郡明和町、群馬県太田市新田市野井町、大分県宇佐市大字神子山新
田、福岡県京都郡苅田町）

③ 国内その他拠点
当社富士宮事業所（静岡県富士宮市）、河西サポートサービス㈱（神奈川県綾瀬市）、河西テクノ㈱
（神奈川県高座郡寒川町）

④ 海外生産拠点
KASAI NORTH AMERICA,INC.（米国）、KASAI UK LTD（英国）、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.
（メキシコ）、広州河西汽車内飾件㈲（中国）、開封河西汽車飾件㈲（中国）、KASAI TECK SEE CO.,LTD.
（タイ）、PT. KASAI TECK SEE INDONESIA（インドネシア）、KASAI INDIA（CHENNAI）PRIVATE
LIMITED（インド）、東風河西（大連）汽車飾件系統㈲（中国）、東風河西（武漢）頂飾系統㈲（中
国）、Kasai (Germany) GmbH（ドイツ）、武漢河達汽車飾件㈲（中国）

⑤ 海外その他拠点
KASAIKOGYO MOROCCO S.A.R.L（モロッコ）

（6）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前期末比増減

8,147名 282名増

（注） 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用人員数（期中平均雇用人員 360名）は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

551名 22名減 41.2歳 12.8年

（注） 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用人員数（期中平均雇用人員 58名）は含んでおりません。
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（7）主要な借入先の状況

借 入 先 借入残高
（百万円）

株式会社りそな銀行 17,560

株式会社みずほ銀行 11,592

株式会社横浜銀行 9,738

株式会社三菱UFJ銀行 9,638

あおぞらアセット株式会社 9,010

2. 会社の現況
（1）株式の状況

① 発行可能株式総数 127,695,000株
② 発行済株式の総数 39,511,728株

（うち自己株式数663,235株）
③ 当事業年度末の株主数 18,511名
④ 上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

長瀬産業株式会社 5,404千株 13.9％

株式会社りそな銀行 1,825千株 4.6％

河西工業取引先持株会 1,366千株 3.5％

株式会社横浜銀行 1,276千株 3.2％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,056千株 2.7％

ＳＩＸ ＳＩＳ ＬＴＤ． 946千株 2.4％

株式会社みずほ銀行 921千株 2.3％

損害保険ジャパン株式会社 871千株 2.2％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 699千株 1.8％

東京短資株式会社 580千株 1.4％

（注）１．株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．自己株式663,235株には、業績連動型報酬制度導入の際に株式給付信託として設定した、株式会社日本カストディ銀行が

所有する当社株式155,429株を含んでおりません。
３．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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（2）新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の概要

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に交付した新株予約権等の概要

該当事項はありません。

（3）会社役員の状況
① 取締役の状況（2024年３月31日）

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

半 谷 勝 二 代表取締役社長 社長役員
全般、内部監査部、情報取扱責任者

山 道 昇 一
取締役 副社長役員 中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理

糟 谷 充 彦 取締役 常務役員
企画本部本部長、経理財務グループ担当

結 川 孝 一 取締役 非常勤
セーレン㈱ 非常勤顧問
シンフォニアテクノロジー㈱ 社外取
締役

児 玉 幸 信 取締役 非常勤

三 原 康 弘 取締役 非常勤 ㈱ナガセビューティケァ 代表取締役
社長

伊 豆 野 学 取締役 （監査等委員） 常勤

横 山 和 彦 取締役 （監査等委員） 非常勤 ㈱佐藤渡辺 社外取締役

城 戸 和 弘 取締役 （監査等委員） 非常勤 城戸公認会計士事務所 代表

（注）１．結川孝一氏、児玉幸信氏、三原康弘氏、伊豆野学氏、横山和彦氏及び城戸和弘氏は、社外取締役であります。
２．横山和彦氏及び城戸和弘氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．結川孝一氏、児玉幸信氏、伊豆野学氏、横山和彦氏及び城戸和弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員でありま

す。
４．当社は、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部と監査等委員会との十分な連携を

可能とし、監査等委員会の監査の実効性を高めるため、伊豆野学氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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② 取締役の報酬等の決定に関する方針
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会にて決議しており、その内

容は次の４点を基本的なポリシーとして制度を設定し、運用をしております。

1) 職責に相応していること
2) 優秀な人材が確保できること
3) 社会的に妥当な水準であること
4) 業績や成果を反映していること

当社の取締役報酬は、固定報酬部分（基本年俸）及び変動報酬部分（業績連動報酬）で構成しておりま
す。但し、業務執行から独立した位置づけである社外取締役及び取締役（監査等委員）におきましては、
変動報酬の適用は相応しくないとの考えにより、固定報酬部分（基本年俸）のみの設定としております。

当社の取締役報酬の算定方法は、取締役（監査等委員を除く）につきましては取締役会が、取締役（監
査等委員）につきましては監査等委員会がそれぞれ決議いたします。取締役（監査等委員を除く）の報酬
設定につきましては、取締役会で決議された「役員報酬基準」（以下、「本基準」という。）を適用いたし
ます。個別の報酬額設定につきましては、本基準に個々の評価結果を照らし合わせることで算出いたしま
す。
本基準につきましては、外部のベンチマーク情報を基に、同業或いは他の同規模の企業における取締役

報酬の水準を勘案しながら、外部経営人材を獲得することも意識した報酬水準を定めております。また、
本基準の見直しや改訂を取締役会に上申する際には、事前に任意の「指名報酬検討会(注)」に諮ることを
必須としております。検討会においては、前述の観点に加えて当社の財務状況も踏まえた上で、総合的か
つ客観的な見解や意見を論議することにより、本基準の妥当性を維持しております。指名報酬検討会から
上申された取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、当該方針及び本基準に沿うものである
と判断しております。

(注) 指名報酬検討会
取締役会の諮問機関として位置づけられ、取締役の候補者選定、報酬設定及び水準などについて、客観的な見地から答申を行
っております。検討会メンバーは独立社外取締役がその半数を構成し、また独立社外取締役が議長を務めることにより、答申
内容の客観性を担保しております。
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当社の業績連動報酬は、下記の短期インセンティブと中長期インセンティブを導入しております。

a. 年次賞与（短期インセンティブ）
年次賞与は、一事業年度の全社共通の業績評価指標（連結営業利益）及び取締役個別の担当領域におけ

る経営課題の達成状況を評価し、予め一定範囲で定めた賞与支給率（係数；上限30％）を固定報酬部分で
ある基本年俸に乗じて決定いたします。
「連結営業利益」を指標として用いる理由は、製造業として本業の業績を示す最も明確な経営指標であ

ること、また、当社グループの各組織の取り組みが最終的に寄与すべき共通の目標として、当社グループ
全体で従業員の達成意識や各リソースを結集しやすい値であることがその背景となっております。

b. 業績連動型報酬制度（中長期インセンティブ）
当社は、2017年６月に取締役（社外取締役及び取締役（監査等委員）を除く）及び執行役員等を対象

として、業績連動型報酬制度を導入しております。本制度は、取締役及び執行役員等のうち国内居住者に
対しては、株式給付信託型報酬制度を使用し、国内非居住者に対しては、業績の達成度、貢献度に応じて
金銭を給付する業績連動型金銭報酬制度を使用します。株式給付信託型報酬制度は、業績の達成度、貢献
度に応じて当社株式を給付する制度であり、報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、株価上昇に
よるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向
上と企業価値拡大への貢献意識を高めることを目的としております。

③ 取締役の報酬の額

区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等
取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
73

（15）
73

（15）
−

（−）
−

（−）
６

（３）
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

30
（30）

30
（30）

−
（−）

−
（−）

３
（３）

合計 103
（45）

103
（45）

−
（−）

−
（−）

９
（６）

（注）１．新型コロナウイルス感染拡大の影響等による業績の低迷を受け、取締役（社外取締役含む）の報酬を2020年４月より減額
しております。上記表中の報酬金額は、減額後の報酬額を記載しております。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第85回定時株主総会において年額２億６千万円以
内（うち社外取締役の報酬額は年額３千万円以内、なお使用人分給与は含まない）と決議をいただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち、社外取締役は１名）です。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第85回定時株主総会において年額５千万円以内と決議を
いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。

４．取締役（社外取締役及び取締役（監査等委員）を除く）及び執行役員等を対象とする、業績連動型報酬制度の報酬限度額
は、2021年６月25日開催の第90回定時株主総会において、３年をひとつの期間とする対象期間毎の金額として２億16百
万円以内、株式報酬として477千株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役の員
数は３名です。
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④ 社外役員に関する事項

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役 結 川 孝 一 当期開催の取締役会23回すべてに出席いたしました。
必要に応じ、主に経験豊富な経営者の視点から発言を行っております。

社外取締役 児 玉 幸 信 当期開催の取締役会23回のうち22回に出席いたしました。
必要に応じ、主に経験豊富な経営者の視点から発言を行っております。

社外取締役 三 原 康 弘 当期開催の取締役会23回すべてに出席いたしました。
必要に応じ、主に経験豊富な経営者の視点から発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 伊 豆 野 学 当期開催の取締役会23回及び監査等委員会23回すべてに出席いたしました。

必要に応じ、主に経験豊富な経営者の視点から発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 横 山 和 彦 当期開催の取締役会23回及び監査等委員会23回すべてに出席いたしました。

必要に応じ、主に経験豊富な経営者の視点から発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 城 戸 和 弘

当期開催の取締役会23回及び監査等委員会23回すべてに出席いたしました。
必要に応じ、公認会計士として、幅広い財務・会計に関する経験から発言を行

っております。

（注）１．結川孝一氏の兼職先である、セーレン㈱、シンフォニアテクノロジー㈱と当社との間に、取引関係はありません。
２．三原康弘氏の兼職先である、㈱ナガセビューティケァと当社との間に、取引関係はありません。
３．横山和彦氏の兼職先である、㈱佐藤渡辺と当社との間に、取引関係はありません。
４．城戸和弘氏の兼職先である、城戸公認会計士事務所と当社との間に、取引関係はありません。
５．結川孝一氏、児玉幸信氏、伊豆野学氏、横山和彦氏及び城戸和弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員でありま

す。
６．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

独立した客観的立場から積極的に意見を述べており、決議事項に附された指示事項の多くが社外取締役の発言を受けたも
のであるなど、実効性の高い監督の下で意思決定が行われております。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は非業務執行取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法
第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生ずることのある損害が填補されます。当該契約の被保険者は当社のすべての取締役及び執行役員並び
にすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当
社が負担しております。
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（4）会計監査人の状況
① 名 称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 102百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 102百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
当監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、過年度の監査計画
と実績の状況を確認し、当該年度の監査計画における監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査
人の報酬等について、監査品質を維持していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておりませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．上記以外に当連結会計年度中に前連結会計年度の監査に係る追加報酬として33百万円、四半期報告書の訂正報告書に関す
る監査証明業務に基づく報酬として10百万円を支払っております。

③ 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査

等委員会は、監査等委員全員の同意により解任します。
上記のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、その他監査等委

員会が必要と判断する場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに
再任しないことに関する議案の内容を、監査等委員の過半数をもって決定します。
なお、当社は、会計監査人との責任限定契約は締結しておりません。

⑤ 当社の重要な子会社は、当社の会計監査人以外の者の監査を受けております。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制に関する基本的な考え方

取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務並びに当
社及び当社の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての取締役会における決定
内容の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役並びに使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、取締役会において経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定
するとともに、職務の執行状況が法令及び定款に適合しているかを監督いたします。また、監査等委員
会は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するとともに、必要に応じ内部監査部と連携し、グループ
会社の業務内容や財政状態を監査いたします。

・当社は、「河西グループ行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令、社会規範に
則った行動を義務付けるとともに、それらに反する行為については内部及び顧問弁護士に通報する制度
を設けます。当規範とマニュアルはイントラネットに掲載し、社内への周知徹底を図ります。また、グ
ローバルコンプライアンス委員会を設置し、河西グループ全体でコンプライアンス推進の体制を整備し
ます。

・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これ
ら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対
応いたします。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報セキュリティ規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セ

キュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施いたします。
また、株主総会議事録、取締役会議事録など取締役の職務の執行に必要な文書については、「文書管理

規程」に基づき適切に作成、保存、管理いたします。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
当社は、それぞれの業務におけるリスクをコントロールすべく規程、基準書、要領等を定め、各業務は

これらに従って遂行されます。また、取締役会は業務の執行状況について定期的に報告を受け、事業運営
に伴う重要なリスクについて、対応を取締役会で審議・決定するよう諮るものといたします。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、経営と執行の分離により、職務執行の権限を執行役員に委譲することで、効率的な事業・業務
執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。これにより、取締役はグループ全体の
目標、方針、戦略を定めます。一方、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個々の事
業・業務を責任と権限をもって執行いたします。
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・当社は、経営戦略会議を設置し、グループの中長期経営方針・経営戦略などの重要な目標・方針・戦略
策定に関して充分な討議を行います。また、経営戦略会議で設定した目標に基づく業務を執行する際の
重要事項について審議を行う経営会議を定期的に設け、その審議を経て取締役会の決議を行うことによ
り、取締役会における審議の効率化を図ります。

・当社は、業務執行の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的として、組織に係る規程、業務分掌に係
る規程、職務権限に係る規程等を整備いたします。

⑤ 次に掲げる体制その他の当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
イ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、業務が適切に遂行されるよう、子会社に取締役及び（又は）監査を行う人員を派遣いたしま
す。また、当社の地域統括責任者は子会社の業務執行状況を経営会議に定期的に報告し、必要に応じ
て当社の経営会議に出席するほか、ＴＶ若しくは電話会議で参加し、適切な経営判断を得て、地域運
営にあたります。

ロ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社が重要な投資案件等の重要事項を実行する際には、当社の規程に従い、当社の経営会
議或いは取締役会の決議を得なければならないなど、子会社の各業務におけるリスクをコントロール
すべく規程、基準書、要領等を定めます。

ハ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、主要地域において、当社の地域統括責任者によって開催される地域事業会議において子会社
の業務執行状況を審議する体制を敷きます。また、当社の関係会社管理規程の整備・運用により、子
会社の決裁範囲を明確にし、権限委譲を図ります。

ニ 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
当社の監査等委員会による子会社の業務及び財産の業況の調査が定期的に行われる体制を確保するほ
か、内部監査部は子会社も内部監査の対象とし、その業務の適正を監査いたします。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役並びに使用人に関する事項、その取締役並びに使用人の
取締役（監査等委員を除く）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会から求められた場合は、必要に応じて内部監査部員を監査等委員会の職務を補助

する使用人（以下「補助使用人」という）として指名いたします。なお、補助使用人を置く場合は、独立
性及び指示の実効性を確保するため、補助使用人の人事異動及び人事評価に関しては、監査等委員会の事
前の同意を得るものといたします。

⑦ 次に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社の取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制
・取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に
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報告しなければならないものといたします。
・取締役及び使用人は、監査等委員会が報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、こ
れに協力するものといたします。

・当社は、監査等委員が取締役会の他必要と認める重要な会議への出席が可能となるよう配慮し、業
務執行状況及び重要事項の決定。

ロ 当社の子会社の取締役、監査役又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告を
するための体制
・子会社の取締役は、当社の監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う
場合は、これに協力するものといたします。

・当社は、当社の内部監査部による子会社の内部監査の結果についても内部監査部より監査等委員会
へ報告を行うこととし、リスク管理及び法令遵守の状況についての監査等委員会への報告体制を確
保いたします。

⑧ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社は、内部通報者保護規程を整備し、内部通報をした使用人が通報したことを理由として、通報者等

に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行ってはならないことを定めます。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用
の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に関する事項
当社は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を

求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が
監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないことといた
します。

⑩ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査部が必要に応じ監査等

委員会と連携する体制を整備いたします。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりで
あります。

① コンプライアンスに関する運用状況
・「河西グループ行動規範」を策定しグループ全体に周知しております。
・取締役勉強会及び従業員に対するコンプライアンス教育を実施しております。
・外部弁護士及び内部監査部を窓口とする内部通報制度を導入しており、通報者に対する不利益扱いを禁
止し、コンプライアンス違反の予防と早期発見を図っております。

2024年08月19日 13時05分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



― 21 ―

・グローバルコンプライアンス委員会を年２回開催し、グループ全体のコンプライアンスの推進状況等の
確認を行っております。

② 業務執行に関する運用状況
・取締役会を25回開催（うち書面決議２回）したほか、経営戦略会議、執行役員も参加する経営会議等の
主要会議体の活用により、取締役会の効率化を図っております。

③ リスク管理体制に関する運用状況
・各種規程を整備し、業務の適正化を図っております。
・取締役会、経営会議において、業務の執行状況について報告し、事業運営に伴う重要なリスクは、取締
役会及び経営会議で対応を議論、決定しております。

・内部監査部による監査を実施するとともに、取締役会においてグローバルコンプライアンス委員会によ
るコンプライアンス報告を実施し、リスクの把握と対応の検討を行っております。

④ 子会社管理に関する運用状況
・地域会議（MC-X）規程を制定し、グローバル地域毎の地域経営会議を設け、各地域における経営の主
体的な管理を強化しております。

・関係会社管理規程、地域会議（MC-X）規程及び稟議決裁規程で、子会社及び地域会議の権限を明確に
し、リスク管理を行っております。

・子会社の業務執行状況は月１回、取締役会及び経営会議にて報告され、議論しております。

⑤ 監査等委員会に関する運用状況
・監査等委員は、取締役会の他、経営会議、コンプライアンス委員会等の主要会議体に出席して審議又は
報告事項を把握し、監査を行っております。

・監査等委員は、代表取締役と定期的な面談を実施するほか、その他の取締役や執行役員とも適宜面談し
ております。

・監査等委員会は、内部監査部から監査報告を受けるほか、内部監査部が監査等委員会に適宜同席するな
ど、必要に応じて内部監査部と連携して職務を遂行しております。

・子会社に対し監査等委員会は必要に応じ、会計監査人及び内部監査部が協力して監査を実施し、子会社
はこれに協力する体制を整備しております。また、監査等委員は、適宜子会社の監査役と面談し、連携
を取っております。

（6）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、継続的な企業価値の向上及び経営基

盤の強化を図りつつ安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる

旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが無配とさせてい

ただきました。
以 上
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 83,101

24,118

30,525

2,392

9,497

9,392

8,201

△1,026

58,943

45,398

19,410

14,800

1,767

6,373

3,046

281

280

0

13,263

2,730

5,436

38

3,220

1,837

流 動 負 債 108,721
現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

退 職 給 付 に 係 る 資 産

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 26,675
短 期 借 入 金 66,510
リ ー ス 債 務 972
未 払 金 2,478
未 払 法 人 税 等 813
賞 与 引 当 金 919
そ の 他 10,351

固 定 負 債 10,887
長 期 借 入 金 3,654
リ ー ス 債 務 3,182
繰 延 税 金 負 債 3,236
退 職 給 付 に 係 る 負 債 300
そ の 他 513

負 債 合 計 119,609
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 9,051
資 本 金 5,821
資 本 剰 余 金 5,652
利 益 剰 余 金 △1,887
自 己 株 式 △535

その他の包括利益累計額 3,305
その他有価証券評価差額金 △23
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,007
退職給付に係る調整累計額 2,321

非 支 配 株 主 持 分 10,079
純 資 産 合 計 22,436

資 産 合 計 142,045 負 債 ・ 純 資 産 合 計 142,045
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 214,315
売 上 原 価 190,630

売 上 総 利 益 23,685
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,436

営 業 利 益 2,248
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 368
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 397
為 替 差 益 2,224
補 助 金 収 入 52
そ の 他 259 3,303

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,921
借 入 手 数 料 27
支 払 手 数 料 369
そ の 他 161 2,480
経 常 利 益 3,071

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 499
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,006 1,505

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 24
固 定 資 産 除 却 損 81
減 損 損 失 962
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 71
事 業 構 造 改 善 費 用 300
そ の 他 103 1,544
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,032
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,570
法 人 税 等 調 整 額 899 2,470
当 期 純 利 益 561
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 874
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 313

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2023年４月１日残高 5,821 5,652 △1,447 △535 9,490
誤謬の訂正による累積的
影響額 − − △126 − △126

遡及処理後当期首残高 5,821 5,652 △1,573 △535 9,364
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △313 △313

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − △313 − △313

2024年３月31日残高 5,821 5,652 △1,887 △535 9,051

その他の包括利益累計額 非支配
株主持分

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2023年４月１日残高 450 483 1,060 1,994 9,830 21,315
誤謬の訂正による累積的
影響額 − △82 − △82 − △208

遡及処理後当期首残高 450 400 1,060 1,911 9,830 21,106
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △313

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △473 607 1,260 1,394 249 1,643

当期変動額合計 △473 607 1,260 1,394 249 1,330

2024年３月31日残高 △23 1,007 2,321 3,305 10,079 22,436
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 16社
主要な連結子会社の名称
河 西 サ ポ ー ト サ ー ビ ス ㈱、 河 西 工 業 ジ ャ パ ン ㈱、 河 西 テ ク ノ ㈱、KASAI NORTH
AMERICA,INC.、KASAI UK LTD、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.、広州河西汽車内飾件
㈲、KASAI TECK SEE CO.,LTD.、PT. KASAI TECK SEE INDONESIA、開封河西汽車飾件
㈲、KASAI INDIA（CHENNAI）PRIVATE LIMITED、東風河西（大連）汽車飾件系統㈲、東風
河西（武漢）頂飾系統㈲、Kasai (Germany) GmbH、武漢河達汽車飾件㈲

連結の範囲の変更
KASAI SLOVAKIA s.r.o.は清算結了に伴い、当連結会計年度より連結の範囲から除外しておりま
す。

（2）主要な非連結子会社の名称等
KASAIKOGYO MOROCCO S.A.R.Lは、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結
の範囲から除いております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちKASAI NORTH AMERICA,INC.、KASAI UK LTD、KASAI MEXICANA S.A.

DE C.V.、 広 州 河 西 汽 車 内 飾 件 ㈲、KASAI TECK SEE CO.,LTD.、PT. KASAI TECK SEE
INDONESIA、開封河西汽車飾件㈲、東風河西（大連）汽車飾件系統㈲及び東風河西（武漢）頂飾系統
㈲、Kasai (Germany) GmbH、武漢河達汽車飾件㈲の決算日は12月末日であります。連結計算書類
の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 ５社
関連会社の名称
エスケイ工業㈱、東北KAT㈱、穎西工業（股）、KASAI TECK SEE MALAYSIA SDN.BHD.、東
風河西（襄陽）汽車飾件系統㈲

持分法適用範囲の変更
広州艾司克汽車内飾㈲は清算結了に伴い、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外してお
ります。
広東河澤汽車飾件㈲は清算結了に伴い、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しており
ます。

（2）持分法を適用しない非連結子会社の名称等
KASAIKOGYO MOROCCO S.A.R.Lは、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体
としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いております。

（3）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に

係る計算書類を使用しております。
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3. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
当社及び国内連結子会社
評価基準 原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
評価方法

製品・仕掛品 先入先出法
うち購入製品 移動平均法
うち金型仕掛品等 個別法

原材料・貯蔵品 移動平均法
在外子会社

評価基準 低価法
評価方法 主として先入先出法

③ デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は主として定率法によっております。
ただし、当社の工具器具備品のうち工具並びに当社及び国内連結子会社の1998年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法を採用しております。
在外子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜22年
工具器具備品 ２〜20年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員賞与の支払いに備えるために設定したものであり、支給対象期間に対応する支給見込額を計

上しております。
（4）退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額
に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１〜10年）による定額

法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１〜10年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、一部の連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（5）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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商品又は製品の販売
当社グループは主として自動車メーカー向け自動車内装部品の製造及び販売を行っており、このよう

な製品販売については、製品を顧客が検収した時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得するこ
とから、当該製品の検収時点で収益を認識しております。また、当該製品の製造に係る金型取引につい
ては、実質的に顧客に支配が移転されると判断される時点に収益を認識しております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。
なお、在外連結子会社の資産及び負債は決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定並びに非支配株主持分に含めて
おります。

（7）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。なお、要件を満たす場合には、為替予約については振当処理を採
用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建債権債務

③ ヘッジ方針
当社グループは、為替相場の変動・金利変動に対するリスクヘッジを目的として、実需の範囲内で

デリバティブ取引を利用しております。したがって売買差益を獲得する目的や投機目的のためには、
デリバティブ取引を利用しておりません。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性の評価を行っております。ただ

し、振当処理の要件を満たす為替予約、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、ヘッジの
有効性の判定は省略しております。

⑤ 取引に対する取組方針
デリバティブ取引は、外貨建債権債務の為替変動のリスク回避及び有利子負債の金利変動のリスク

回避を目的として行っており、基本的に個別ヘッジを行い、取引高は実需の範囲内とし、投機目的や
トレーディング目的の取引は行わない方針であります。

⑥ 取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引に係るリスク管理は、財務部が行っております。
為替変動・金利変動リスクを回避するための取引であり、実需以上のデリバティブ取引が存在して

いないか等に重点をおいて管理しております。
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また、取引により確定した為替レート・利率等は、随時担当役員に報告しております。
なお、デリバティブ取引が発生する場合は、個別の稟議事項として案件ごとに承認を受けることと

しております。
⑦ 取引に係るリスクの内容

当社グループのデリバティブ取引によるリスクとして、為替相場及び市場金利の変動による期待利
益の喪失等を有しておりますが、それぞれ実需の範囲内の取引であり、実質的なリスクはありませ
ん。また、取引相手は、信用度の高い取引銀行であり、信用リスクはないものと判断しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、10年以内の合理的な年数で均等

償却しております。

（表示方法の変更に関する注記）
連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」は、重要性が増

したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）
固定資産の減損損失
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産：45,398百万円
無形固定資産： 281百万円
減損損失 ： 962百万円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは事業資産については事業所等を基準とした管理会計上の区分単位をグルーピングの単位と

し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングを行っております。減損の兆候が
あると判定された資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総
額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識します。減損損失を認識すべきであると判定された資産グル
ープについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収
可能価額は、正味売却価額と使用価値（割引後将来キャッシュ・フロー）のいずれか高い方の金額を使用して
おります。
割引前将来キャッシュ・フローについては、取締役会で承認を得た事業計画をもとに、経営環境や需要動向

を踏まえて算定しております。経営環境や需要動向の変動により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直
しが必要となった場合、翌連結会計年度において減損損失を計上する可能性があります。
なお、当連結会計年度に計上した減損損失につきましては「連結損益計算書に関する注記」をご参照くださ

い。
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（追加情報）
1. 財務制限条項

(1)当社が2022年５月26日に締結したシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されており
ます。

① 2022年５月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金（現
金同等物を含まない。）の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有す
るコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。

② 2023年３月期の第２四半期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部
の金額を2022年３月期比75％以上に維持する。

(注) 本財務制限条項に加えて、当社の現預金残高を一定金額以上に維持する要件があります。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

当連結会計年度
(2024年３月31日)

借入金残高 25,166百万円
2024年５月28日付の変更契約の締結に伴い、返済期日が2024年９月２日に変更されております。
なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりますが、取引金融機関から抵
触を理由とする権利行使の猶予にご同意頂いております。

(2)当社が2022年９月30日に締結した当社所有の寒川工場を担保としたコミットメントライン契約には、
以下の財務制限条項が付されております。

① 2022年10月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金（現
金同等物を含まない。）の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有す
るコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。

② 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含む）の末日における連結の貸借対照表における純資
産の部の金額を2022年３月期比75％以上に維持する。

この契約に基づく貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は次のとおりであります。
当連結会計年度

(2024年３月31日)
貸出コミットメントの総額 4,500百万円
借入実行残高 −百万円
差引 未実行残高 4,500百万円
2024年５月28日付の変更契約の締結に伴い、コミットメント期日が2024年９月２日に変更されて
おります。
なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりますが、取引金融機関から抵
触を理由とする権利行使の猶予にご同意頂いております。
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２. 業績連動型株式報酬制度
当社は、取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）及び執行役員（以下あわせて「取締役

及び執行役員」という。）を対象に、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を
高めることを目的として、当社の業績と株式価値との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い報酬制度
として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。
本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上
の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。

(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の受益者要件を満たした当社の取締役及び
執行役員に対し、当社株式を給付する仕組みです。当社は、取締役及び執行役員に対し、役位及び業績達
成度、業績貢献度に応じて各事業年度にポイントを付与し、原則として取締役及び執行役員が退任し、受
益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数
に応じた数の当社株式を給付します。取締役及び執行役員に対して給付する株式については、予め信託設
定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は、前連結会計年度255百万円、当連結会計年度255百万円であります。
② 当該自社の株式の前期末株式155,429株及び当期末株式155,429株は、株主資本において自己株式とし
て計上しております。

３. 誤謬の訂正に関する注記
当連結会計年度において、メキシコ生産子会社におけるメキシコペソ建て決算数値の米国会計基準に従

ったドル建てへの為替換算の計算において2021年3月期以降の誤り等が判明したため、誤謬の訂正をして
おります。当該誤謬の訂正による累積的影響額は、当連結会計年度の期首の純資産の帳簿価額に反映して
おります。
この結果、連結株主資本等変動計算書の期首残高は、利益剰余金及び株主資本合計が126百万円減少、

為替換算調整勘定及びその他の包括利益累計額合計が82百万円減少、純資産合計が208百万円減少してお
ります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物 4,856百万円
機械装置 146百万円
土地 2,883百万円
計 7,886百万円

（2）担保に係る債務
長期借入金 200百万円

(注)担保に供している資産は、上記の他、コミットメントライン契約（極度額7,500百万円）に基づく借入金を担保するも
のであります。なお、同契約による借入実行残高はありません。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 133,818百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

広州河西汽車内飾件㈲ 自動車内装部品用製造設備 構築物、工具、器具及び備
品、機械装置及び運搬具 41

武漢河達汽車飾件有限公司 自動車内装部品用製造設備 土地、建物、工具、器具及び
備品、機械装置及び運搬具 391

Kasai (Germany) GmbH 自動車内装部品用製造設備 建物、土地、機械装置及び運
搬具、工具器具備品 528

合計 962

当社グループは事業資産については事業所等を基準とした管理会計上の区分単位をグルーピングの単位として
おります。

広州河西汽車内飾件㈲の機械装置及び運搬具については、今後の使用見込みがなくなり遊休状態となったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、構築物、工具、器具及び備品は、収益性が低下したため、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し減損損失として特別損失に計上いたしました。

武漢河達汽車飾件有限公司の土地、建物、工具、器具及び備品、機械装置及び運搬具については、収益性が低

下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上いたしました。

Kasai (Germany) GmbHの建物、土地、機械装置及び運搬具、工具器具備品については、収益性が低下した
ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、これらの有形固定資産の資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、機械

装置及び運搬具、工具器具備品については処分見込額により評価しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
（千株）

増加
（千株）

減少
（千株）

当連結会計年度末
（千株）

発行済株式
普通株式 39,511 − − 39,511

自己株式
普通株式 818 − − 818

(注)当連結会計年度末の自己株式数に含まれる株式給付信託が保有する自社の株式数は155,429株であります。

2. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

該当事項はありません。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスク、外貨建債権債務の為替変動リスク
を回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する
体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有す

る企業の株式であり、財務部において定期的に時価や発行体（主として取引先企業）の財務状況を把握
する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが120日以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び長

期資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。ま
た、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金
繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額 2,710百万円）は、次表には含めておりません。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1) 投資有価証券
その他有価証券 19 19 −

(2) 長期借入金 （24,636） （24,801） △164
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法

人税等」、「リース債務」については、そのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、記載を省略しております。

（注2）長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 20,982 2,427 410 81 81 653

2024年08月19日 13時05分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



開
催
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 36 ―

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 19 ― ― 19

資 産 計 19 ― ― 19

(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 24,801 ― 24,801

負 債 計 ― 24,801 ― 24,801

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」、

「欧州」、及び「アジア」の４つを報告セグメントとしており、売上高は、報告セグメントの区分により分解し
ております。

（単位：百万円）
報告セグメント

合計
日本 北米 欧州 アジア

顧客との契約から
生じる収益 58,507 105,912 22,761 27,133 214,315

外部顧客への売上高 58,507 105,912 22,761 27,133 214,315

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記等）3．会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 319円37銭
１株当たり当期純損失 8円09銭
（注) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する自社の株式は、１株当たり

純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当
期純利益又は当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。なお、当連結会計年度において、当該信託が保有する自社の株式の期中平均株式数は155,429株、
期末株式数は155,429株であります。
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（重要な後発事象に関する注記）
(第三者割当による優先株式の発行並びに資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分）
当社は、2024年５月９日開催の取締役会において、①及び②の各事項等について決議いたしました。

① 日産自動車株式会社（以下「日産自動車」といいます。）との間で、投資契約（以下「本投資契約」とい
います。）を締結し、本投資契約に基づき、第三者割当の方法により日産自動車に対して総額
6,000,000,000円のA種優先株式（以下「A種優先株式」といいます。）を発行すること（以下「本第三
者割当増資」といいます。）

② 本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件とし、当該払込みの日を効力発生日として、
資本金及び資本準備金の額を減少し（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）、本資本金等の額の
減少により増加したその他資本剰余金により繰越利益剰余金の欠損の一部を填補すること（以下「本剰
余金の処分」といいます。）

なお、本第三者割当増資は、2024年６月27日開催の当社定時株主総会に付議され、その承認を得まし
た。

１．本第三者割当増資について
(1)募集の概要

① 払込期間 2024年６月28日から2025年２月９日
② 発行新株式数 A種優先株式5,827,274株
③ 発行価額 １株当たり6,000,000,000円を5,827,274株で除した金額
④ 発行価額の総額 6,000,000,000円
⑤ 資本組入額の総額 3,000,000,000円
⑥ 募集又は割当方法

（割当予定先）
第三者割当の方法により、その全てを日産自動車に割り当てます。
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⑦ その他 （普通株式を対価とする取得請求権）
A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以
降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有する
A種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できますが、当社
は、日産自動車との間で、日産自動車は、原則として、A種優先株式
の発行日の１年後の応当日以降においてのみ、普通株式を対価とする
取得請求権を行使することができるものとすることを合意しておりま
す。
（金銭を対価とする取得請求権）
A種優先株主は、2028年４月１日以降、当社に対して、金銭を対価と
してその有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求で
きます。
（金銭を対価とする取得条項）
当社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、A種優先株主に対して、
金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することがで
きます。なお、本投資契約上、当社が金銭を対価とする取得条項を発
動しようとする場合、日産自動車が、当該金銭を対価とする取得条項
の発動に代えて、普通株式を対価とする取得請求権を行使するか否か
を選択する権利を有することを合意しております。
（議決権及び譲渡制限等）
A種優先株式には、株主総会における議決権が付与されており、A種
優先株式の単元株式数は100株です。また、A種優先株式の発行要項
においては、譲渡制限が付されておりませんが、本投資契約におい
て、日産自動車は、2028年３月31日まで原則としてA種優先株式
（A種優先株式の取得請求権の行使により当社普通株式を取得した場合
には、当該普通株式）の譲渡が制限される旨が定められております。

(2)本第三者割当増資の目的
本第三者割当増資は、当社グループの安定的な事業運営の継続、自己資本の充実による財務体質の改

善・強化及び経営再建を確実とするための抜本的な構造改革施策の実施に必要な資金を確保することを
目的としております。
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(3)資金の使途
本第三者割当増資により調達する資金は、当社グループの各地域における生産設備の拡充・移転等の

費用を含む拠点の最適化等の構造改革資金に充当する予定です。

２．本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分
(1)本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、本第三者割当増資と同時に本資本金等の額の減少を
行い、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。なお、本資本金等
の額の減少については、本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件とします。
また、当社は、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をして、本資本金等の額の減少により増

加したその他資本剰余金により繰越利益剰余金の欠損の一部を填補することといたしました。なお、本
剰余金の処分については、本資本金等の額の減少の効力が生じることを条件とします。

(2)本資本金等の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
3,000,000,000円（但し、本第三者割当増資により増額する資本金の額がこれを下回る場合は、当該
金額）
（なお、本第三者割当増資と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後
の資本金の額は当該効力発生日前の資本金の額を下回ることはありません。）

②減少すべき資本準備金の額
3,000,000,000円（但し、本第三者割当増資により増額する資本準備金の額がこれを下回る場合は、
当該金額）
（なお、本第三者割当増資と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後
の資本準備金の額は当該効力発生日前の資本準備金の額を下回ることはありません。）

③本資本金等の額の減少の方法
会社法第447条第１項及び第３項並びに第448条第１項及び第３項の規定に基づき本資本金等の額の
減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。
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(3)本剰余金の処分の要領
①減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 6,000,000,000円（但し、本資本金等の額の減少により増加するその他資本剰余
金の額がこれを下回る場合はその金額）

②増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 6,000,000,000円（但し、繰越利益剰余金に振り替える本資本金等の額の減少によ
り増加するその他資本剰余金の額がこれを下回る場合はその金額）

(4)本資本金等の額の減少の日程
①取締役会決議日 2024年５月９日
②債権者異議申述公告日 2024年５月23日
③債権者異議申述最終期日 2024年６月24日
④効力発生日 本第三者割当増資に係る払込日と同日（予定）
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
前 払 年 金 費 用
投 資 不 動 産
そ の 他

62,251
2,548
235

19,807
523

3,038
459
311

8,240
25,249
1,962
△125
23,278
5,773
3,644
106
595

0
149

1,277
−

168
168

0
17,336

56
14,059
1,611

9
1,152
438

7

流 動 負 債
支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
そ の 他

89,386
9

3,436
18,133
43,121
20,414

27
261

2,263
41

642
238
796

4,050
3,654

15
354
25

負 債 合 計 93,436
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

△7,910
5,821
5,876
1,455
4,420

△19,072
△19,072
△19,072
△535

2
2

純 資 産 合 計 △7,907
資 産 合 計 85,529 負 債 ・ 純 資 産 合 計 85,529
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 69,399
売 上 原 価 65,112

売 上 総 利 益 4,287
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,305

営 業 損 失 1,017
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,001
為 替 差 益 2,174
そ の 他 283 6,459

営 業 外 費 用
支 払 利 息 989
借 入 手 数 料 27
支 払 手 数 料 364
賃 貸 費 用 30
そ の 他 69 1,481
経 常 利 益 3,960

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,006
固 定 資 産 売 却 益 7
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 85 1,099

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
固 定 資 産 売 却 損 2
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 1,175
関 係 会 社 株 式 評 価 損 7,107
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 229 8,515
税 引 前 当 期 純 損 失 3,455
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △769
法 人 税 等 調 整 額 60 △708
当 期 純 損 失 2,746

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2024年08月19日 13時05分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



開
催
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 44 ―

株主資本等変動計算書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2023年４月１日残高 5,821 1,455 4,420 5,876 △16,892 △16,892 △535 △5,730
誤謬の訂正による累積的影
響額 566 566 566
遡及処理後当期首残高 5,821 1,455 4,420 5,876 △16,325 △16,325 △535 △5,163
当期変動額
当期純損失（△） △2,746 △2,746 △2,746
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − − − △2,746 △2,746 − △2,746
2024年３月31日残高 5,821 1,455 4,420 5,876 △19,072 △19,072 △535 △7,910

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 評価・換算差額等合計

2023年４月１日残高 477 477 △5,252
誤謬の訂正による累積的影
響額 566
遡及処理後当期首残高 477 477 △4,685
当期変動額
当期純損失（△） △2,746
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △474 △474 △474

当期変動額合計 △474 △474 △3,221
2024年３月31日残高 2 2 △7,907
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
評価基準 原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
評価方法
製品・仕掛品 先入先出法
うち購入製品 移動平均法
うち金型仕掛品等 個別法

原材料・貯蔵品 移動平均法
（3）デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

デリバティブ
時価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物

定率法
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具備品 うち工具 定額法

うち器具備品 定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜50年
機械装置及び車両運搬具 ２〜22年
工具器具備品 ２〜20年
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（2）無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（4）投資不動産
建物

定率法構築物
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物及び構築物 ５〜47年

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員賞与の支払いに備えるために設定したものであり、支給対象期間に対応する支給見込額を計上

しております。
（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。事業年度末において、年金資産の見込額が退職給付債務見込額を超過している場合
は、超過額を前払年金費用として計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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4. 収益及び費用の計上基準
収益及び費用の計上基準について連結計算書類の連結注記表の「会計方針に関する事項（5）重要な収

益及び費用の計上基準」と同一であるため、当該項目をご参照ください。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。
6. ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。なお、要件を満たす場合には、為替予約については振当処理を採用
しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建債権債務

（3）ヘッジ方針
当社は、為替相場の変動・金利変動に対するリスクヘッジを目的として、実需の範囲内でデリバティ

ブ取引を利用しております。したがって売買差益を獲得する目的や投機目的のためには、デリバティブ
取引を利用しておりません。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性の評価を行っております。ただ

し、振当処理の要件を満たす為替予約、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、ヘッジの有
効性の判定は省略しております。

（5）取引に対する取組方針
デリバティブ取引は、外貨建債権債務の為替変動のリスク回避及び有利子負債の金利変動のリスク回

避を目的として行っており、基本的に個別ヘッジを行い、取引高は実需の範囲内とし、投機目的やトレ
ーディング目的の取引は行わない方針であります。

（6）取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引に係るリスク管理は、財務部が行っております。
為替変動・金利変動リスクを回避するための取引であり、実需以上のデリバティブ取引が存在してい

ないか等に重点をおいて管理しております。
また、取引により確定した為替レート・利率等は随時担当役員に報告しております。
なお、デリバティブ取引が発生する場合は、個別の稟議事項として案件ごとに承認を受けることとし

ております。
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（7）取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引によるリスクとしては、為替相場及び市場金利の変動による期待利益の喪失という

リスクを有しておりますが、それぞれ実需の範囲内の取引であり、実質的なリスクはありません。
また取引相手は、信用度の高い取引銀行であり、信用リスクはないものと判断しております。

7. その他計算書類作成のための基本となる事項
（1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に
おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（表示方法の変更に関する注記）
前事業年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「補助金収入」は金額的重要性が乏しくなった

ため、当事業年度においては営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」は、重要性が増した

ため、当事業年度より独立掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）
関係会社株式及び関係会社出資金の評価
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 ： 14,059百万円
関係会社出資金 ： 1,611百万円
関係会社株式評価損 ： 7,107百万円
関係会社出資金評価損： 1,175百万円

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当社は市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金について、実質価額が帳簿価額を著しく下回り、

かつ、実質価額の下落が一時的でないと判断される場合は評価損を計上しております。実質価額の下落が一
時的であるかについては、下落の期間や程度、財政状態や業績の見通しなどを含めた基準により判断してお
ります。
当社は評価損を判断する基準は合理的なものであると考えておりますが、市場の変化や経済情勢等様々な

不確定要因により個々の投資に関する状況の変化があった場合には、翌事業年度の計算書類において、関係
会社株式及び関係会社出資金の評価額に重要な影響を与える可能性があります。
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（追加情報）
１．財務制限条項

財務制限条項については連結計算書類の連結注記表の「追加情報 財務制限条項」と同一であるため、当
該項目をご参照ください。

２. 誤謬の訂正に関する注記
当事業年度において、米国子会社の株式評価損の過年度の誤り等が判明したため、誤謬の訂正をしており

ます。当該誤謬の訂正による累積的影響額は、当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映しております。
この結果、株主資本等変動計算書の期首残高は、利益剰余金及び株主資本合計が566百万円増加、純資産

合計が566百万円増加しております。

（貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物 2,751百万円
機械装置 122百万円
土地 1,095百万円
計 3,968百万円

（2）担保に係る債務
長期借入金 200百万円
(注)担保に供している資産は、上記の他、コミットメントライン契約（極度額7,500百万円）に基づく借入金を担保するも

のであります。なお、同契約による借入実行残高はありません。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,846百万円

3. 投資不動産の減価償却累計額 1,900百万円

4. 偶発債務
次の関係会社について、金融機関からの借入債務等に対し、保証を行っております。
保証債務
KASAI NORTH AMERICA,INC. 8,536百万円

5. 関係会社に対する金銭債権及び債務
短期金銭債権 42,579百万円
短期金銭債務 16,953百万円

（損益計算書に関する注記）
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関係会社との取引高
売上高 10,996百万円
仕入高等 59,971百万円
営業取引以外の取引高 4,177百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 818千株 −千株 −千株 818千株
(注)当事業年度末の自己株式数に含まれる株式給付信託が保有する自社の株式数は155,429株であります。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 72百万円
固定資産評価損 10百万円
関係会社株式評価損 12,450百万円
関係会社出資金評価損 1,411百万円
貸倒引当金 70百万円
繰越欠損金 4,735百万円
その他 117百万円

繰延税金資産小計 18,868百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △4,735百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △14,133百万円

評価性引当額小計 △18,868百万円
繰延税金資産合計 −百万円
繰延税金負債 −百万円

繰延税金資産純額 −百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1百万円
前払年金費用 352百万円
その他 0百万円
繰延税金負債合計 354百万円
繰延税金資産 −百万円

繰延税金負債純額 354百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
1. 法人主要株主等

（単位：百万円）

属性 会社名
議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者

との関係 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有 被所有

主要株主
（会社等） 長瀬産業㈱ 直接

0.0％
直接

13.9％ 当社資材の仕入先 材料購入 2,141 買掛金 750

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
材料購入については、提示された見積価格、現行原材料の価格及び当社製品の市場価格から算定した価格を基
に検討交渉の上決定しております。
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2. 子会社 （単位：百万円）

属性 会社名
議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者

との関係 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有 被所有

子会社

河西工業ジャパ
ン㈱

直接
100.0％ ―

設備等の販売
原料等の有償支給
及び当社製品仕入先
ロイヤリティ・業務
委託収入の受取
資金の援助

原料等の有償
支給及び製品
購入
（注１）

57,377
未収入金
立替金
買掛金

5,818
1,160

10,723
ロ イ ヤ リ テ
ィ・業務委託
収入の受取
（注２）

3,391
売掛金 1,281

設備等の販売
（注３) 2,069
資金の貸付
（注４） 8,301 短期貸付金 6,237
資金の回収
（注４） 11,976 ― ―
利息の受取
（注４） 93 ― ―

KASAI
NORTH
AMERICA,INC.

直接
100.0％ ―

設備等の販売
ロイヤリティ収入の
受取
債務保証
資金の援助
被債務保証

設備等の販売
（注３) 559

売掛金 1,200ロイヤリティ
収入の受取
（注２）

1,840

資金の貸付
（注４） 4,306 短期貸付金 16,094
資金の回収
（注４） 267 ― ―
債務保証
（注５） 8,536 ― ―
利息の受取
（注４） 1,311 ― ―
増資の引受
（注６） 11,399 ― ―
被債務保証
（注８） 6,358 ― ―

KASAI
MEXICANA
S.A.DE C.V.

直接
49.0％
間接

51.0％
―

設備等の販売
ロイヤリティ収入の
受取
資金の援助

設備等の販売
（注３） 627

売掛金 5,979ロイヤリティ
収入の受取
（注２）

895

利息の受取
（注４） 69 短期貸付金 1,135
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属性 会社名
議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者

との関係 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有 被所有

子会社

KASAI UK
LTD

直接
100.0％ ―

設備等の販売
ロイヤリティ収入の
受取
被保証債務

設備等の販売
（注３） 136 売掛金 225
ロイヤリティ
収入の受取
（注２）

438 ― ―

資金の回収
（注４） 1,236 ― ―
被債務保証
（注８） 884 ― ―

Kasai
(Germany)
GmbH

直接
100％ ― 資金の援助

増資の引受
（注６） 778 短期貸付金 979
資金の貸付
（注４） 318 ― ―
利息の受取
（注４） 45 ― ―

PT.KASAI
TECK SEE
INDONESIA

直接
62.2％ ― 資金の援助

資金の貸付
（注４） 1,141 短期貸付金 692
資金の回収
（注４） 1,000 ― ―

広州河西汽車
内飾件(有)(中
国)

直接
65.9％ ― 資金の借入

資金の借入
（注７） 3,857 短期借入金 4,003
資金の返済
（注７） 3,470 ― ―
利息の支払
（注４） 102 ― ―

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）原料等の有償支給については、市場価格等を勘案して決定しております。また、製品購入については、当社製品の市場価格

を基に、一定率を割り引いた価格で決定しております。なお、有償支給及び製品購入については、損益計算書上純額で計上
しております。

（注２）ロイヤリティ収入、業務委託収入は、両社が協議して決定した契約に基づき決定しております。
（注３）設備等の販売については、総原価を勘案して取引価格を決定しております。
（注４）金利については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。なお当社はキャッシュ・マネージメント・シス

テム（以下CMS）を導入しておりますが、CMSを用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは困難
であるため、短期貸付金及び短期借入金の期末残高のみを表示しております。

（注５）債務保証については、子会社の設備資金調達のための銀行借入に対して当社が債務保証を行っているものであり、保証料は
受け取っておりません。

（注６）増資の引受は、デッドエクイティ・スワップ方式による現物出資を行ったものであります。
（注７）金利については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注８）当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、債務保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。

また、保証料の支払は行っておりません。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 △204円37銭
１株当たり当期純損失 70円99銭
（注） 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託が保有する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、

期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。なお、当事業年度において、当該信託が保有する自社の株式の期中平均
株式数は155,429株、期末株式数は155,429株であります。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類の連結注記表の「会計方針に関する事項（5）重

要な収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象に関する注記）
重要な後発事象は、連結計算書類の連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」の記載と同一であるた

め、記載を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年７月29日
河 西 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ

横 浜 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 京 嶋 清兵衛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向 井 基 信

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、河西工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、河西工
業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要
因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年７月29日
河 西 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ

横 浜 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 京 嶋 清兵衛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向 井 基 信

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、河西工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日ま

での第93期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

2024年08月19日 13時05分 $FOLDER; 58ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



開
催
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 58 ―

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要
因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第93期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容、並びに当該決議に
基づき構築されている体制（業務の適正を確保するための体制）の整備及び運用の状況について、取締役及び使用人等から報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
(1) 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査部その他内部統制

所管部門と連携のうえ、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び重要な使用人等との面談を通じ、意
思決定の過程及び内容、業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び重要な使用人の職務執行の状況、並びに会社
の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

(2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

(3) 財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事

業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年７月29日
河西工業株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 松 谷 英 明 ㊞

監査等委員 城 戸 和 弘 ㊞
監査等委員 古 川 裕 二 ㊞

（注）監査等委員 城戸和弘及び古川裕二は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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至 厚木・海老名

至 茅ヶ崎

中里交差点

歩行者用
押しボタン式信号機

交番

寒川北インター入口

４６

河西工業株式会社

宮
山

Ｊ
Ｒ
相
模
線

圏央道

株主総会継続会会場ご案内図

ＪＲ東日本　相模線「宮山駅」下車徒歩７分

河西工業株式会社　本社　会議室
神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地　　TEL 0467-75-1125（総務部直通）会 場

交通のご案内

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

○公共交通機関をご利用願います。
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